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各      位 

会 社 名  ＣＫＤ株式会社 

代表者名  代表取締役社長  梶本 一典 

（コード番号 6407 東証・名証第１部） 

問合せ先  総務部長     杉浦 俊明 

（TEL  0568‐74‐1111） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月21日開催予定の第99期定時株主総会に定款の一部変更

について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社の事業活動の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）について事業目

的の整理・変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2019年６月21日 

定款変更の効力発生日       2019年６月21日 

 

以 上 

  



＜別紙＞ 

変更案の内容は下記のとおりであります。 

（下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

第 1章 総則 

 

第 1条 ＜記載省略＞ 

 

（目的） 

第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(1) 管球、半導体製造用機械、電子応用機

械その他産業用自動機械、装置及び部

品の製造販売 

(2) 各種自動包装機械、装置及び部品の製

造販売 

(3) 省力加工機及びこれらに関連する機

械、器具並びに計量器の製造販売 

(4) 空圧、油圧その他流体圧機器、制御機

器並びにこれらに関するシステム機器

の製造販売 

＜新設＞ 

 

(5) 前各号の各種省力機械、機器の設計施

工並びにこれに関連する技術指導 

 

(6) コンピューターシステムに係るソフト

ウェア又は装置の開発及び情報処理サ

ービスの提供・保守の受託・販売・貸

与並びに指導 

(7) 各種自動販売機及びその部品の製造・

販売並びに貸与 

(8) 製織機及びその部品の製造販売 

(9) 前各号に関連する商品の購入販売 

(10)前各号に付帯又は関連する一切の事業 

(11)前各号に関連する事業を行うものに対

する投資 

 

第 3条～第 40条 ＜記載省略＞ 

 

第 1章 総則 

 

第 1条 ＜現行どおり＞ 

 

（目的） 

第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(1) 自動包装機械、電池製造機械、画像処

理検査装置その他産業用自動機械、装

置及び部品の製造販売 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

 

(2) 空圧機器、流体制御機器、電動機器そ

の他産業用機器及びこれらに関するシ

ステム機器の製造販売 

(3) 産業用ソフトウェアの製作販売及び情

報処理サービスの提供 

(4) 前各号に関連する機械・装置・機器・

部品・ソフトウェアの設計、施工、賃

貸、保守及び技術指導 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

＜削除＞ 

(5) 前各号に関連する商品の購入販売 

(6) 前各号に付帯又は関連する一切の事業 

(7) 前各号に関連する事業を行うものに対

する投資 

 

第 3条～第 40条 ＜現行どおり＞ 

 

 

以上 


